
 ２月定例会における総務常任委員会の概要  

 

平成２９年度所属分審査 

◆２月２１日（水） 開会 午前１０時００分 

（休憩 午前１１時１０分～午前１１時１５分） 

          閉会 午後 ０時２６分 

 

（１）付託議案 

議案番号 件    名 

議第１号 平成29年度山形県一般会計補正予算（第５号）中 所管分 

議第２号 平成29年度山形県公債管理特別会計補正予算（第１号） 

議第３号 平成29年度山形県市町村振興資金特別会計補正予算（第１号） 

議第28号 山形県公立大学法人定款の一部変更について 

 

（２）報告事項 

総務部長 

・山形県戦略的広報基本指針（仮称）（案）について 

・職員の不祥事事案に係る公表基準（案）について 

企画振興部長 

・県・市町村連携推進方針（案）について 

危機管理監 

・県内における大雪の状況と対応等について 

・第５期やまがた食の安全・安心アクションプラン（案）について 

・平成 30年度山形県食品衛生監視指導計画（案）について 

 

（３）審査内容 

議案の詳細について、関係次長及び課長から説明を聴取した後、議案に対す

る質疑と所管事項に関する質問を行った。 

 

（４）採  決 

付託された４議案については、全員異議なく、いずれも原案のとおり可決す

べきものと決定した。 

 

（５）主に議論された項目 

◇避難者向け借上げ住宅事業費の減額補正の理由について。また、現在も二千 

名を超える避難者が本県に居住しているという状況を改めて強く認識し、避難

者に寄り添った支援を今後とも継続していくべきと考えるがどうか。 

◇県有財産の売払いの状況及び今後の見通しについて。また、旧いこいの村庄内



の状況について。 

◇高齢者世帯等への除雪対策の状況について。また、雪おろしや除雪のボランテ

ィアについては、有償での取組みも含め、今後も充実させていくべきと考える

がどうか。 

◇県税賦課徴収費の状況について。 

◇二月補正予算において県税収入が伸びているが、全国と比較した状況について。 

◇債務負担行為補正として提案されている公益社団法人山形県観光物産協会の

山形新幹線新庄延伸工事等に係る無利子貸付事業に対する損失補償の状況に

ついて。 

 

平成２９年度所属分審査 

◆３月 ８日（木） 開会 午前１０時００分 

         （休憩 午前１０時５３分～午前１１時０４分） 

          閉会 午後 ０時１０分 

 ３月 ９日（金） 開会 午前１０時００分 

         （休憩 午前１０時５９分～午前１１時０５分） 

         （休憩 午前１１時４０分～午後 ０時０１分） 

         （休憩 午後 ０時０８分～午後 １時１０分） 

          閉会 午後 ２時３９分 

 ３月１２日（月） 開会 午前１０時００分 

         （休憩 午前１０時０３分～午前１０時０４分） 

 （休憩 午前１０時１２分～午前１０時１３分） 

 （休憩 午前１１時１２分～午前１１時１８分） 

 （休憩 午前１１時５５分～午後 １時００分） 

 （休憩 午後 １時４４分～午後 １時５１分） 

 （休憩 午後 ２時１６分～午後 ２時２２分） 

          閉会 午後 ２時２５分 

 

（１）付託議案 

議案番号 件    名 

議第31号 平成 30年度山形県一般会計予算中 所管分 

議第32号 平成 30年度山形県公債管理特別会計予算 

議第33号 平成 30年度山形県市町村振興資金特別会計予算 

議第48号 山形県職員等に対する退職手当支給条例等の一部を改正する条例の設定

について 

議第49号 特別職の職員に対する退職手当支給条例等の一部を改正する条例の制定

について 

議第50号 山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例等の一部を改正する条

例の設定について 



議第51号 知事等及び職員の給与の特例に関する条例を廃止する条例の設定につい

て 

議第52号 知事等及び職員の給与の特例に関する条例の設定について 

議第53号 山形県手数料条例の一部を改正する条例の制定について中 所管分 

議第54号 山形県議会議員及び山形県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用

等の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議第55号 山形県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議第57号 旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

議第58号 山形県獣医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例の制定について 

議第93号 包括外部監査契約の締結について 

 

（２）請  願 

 取下げ承認申請のあった継続審査請願 

番号 
受 理 

年月日 
件  名 提 出 者 

紹 介 

議 員 
採 決 

32 29.9.21 

地 方 財 政 の 充

実・強化を求め

る意見書の提出

について 

山形市木の実町12番37号 

日本労働組合総連合会 

山形県連合会 

 会長 岡田 新一 

松田 

青木 

青柳 

吉村 

髙橋 

広谷 

取り 

下げ 

承認 

 

（３）報告事項 

 総務部長 

 ・平成29年度事務事業の見直し・改善について 

 企画振興部長 

・新宮城・山形連携構想（仮称）について 

危機管理監 

・山形県水道ビジョン（案）について 

・住宅宿泊事業法第18条に基づく条例について 

 

（４）審査内容 

  議案の詳細について、関係次長及び課長から説明を聴取した後、議案に対す

る質疑と所管事項に関する質問を行った。 

 

（５）採  決 

  付託された14議案については、全員異議なく、いずれも原案のとおり可決す

べきものと決定した。 



（６）請願審査 

  請願32号については、取下げを承認すべきものと決定した。 

   

（７）主に議論された項目 

◇特別職報酬等審議会の概要及び11年ぶりに審議会を開催すべきと判断した理

由について。また、同審議会から出された答申及び附帯意見の内容について。 

◇審議会の答申において、特別職の報酬等を「段階的に引き上げることが適当」

とされた理由について。 

 ◇知事の給与は、行政のトップとしての職責に見合ったものであるべきであり、

県内の経済状況、類似団体との比較など、現在の状況を総合的に勘案して見

直しを行うのは当然ではないか。 

 ◇選挙の際に発表される選挙公約の性格について。 

 ◇知事の１期目の公約は、報酬の20パーセントカットの存続であったが、一方

で、今般提案された新たな独自減額措置の知事給与の減額率は10パーセント

となっているが、その整合性について。また、現行の独自減額措置は知事の

判断で行っているのか。 

 ◇知事の選挙公約について、退職金については「受け取らない」とする１期目

の公約が存続しているものと理解しているが、給与の独自減額措置について

の公約は存続していないのか。 

 ◇知事等の特別職の給与の減額率が緩和される一方で、一般職の管理職手当の

減額率が据置きとされているのはなぜか。また、このことについて、人事委

員会から議会に対し「減額支給措置が解消され、人事委員会勧告に基づく本

来の給与水準が確保されることを改めて望む」という意見が提出されている

が、知事の考え方はどうか。 

 ◇平成31年度以降の知事等及び職員の給与の独自減額措置に係る知事の考え方

について。 

 ◇知事等及び職員の給与の独自減額措置など、知事の政治判断による重要な案

件に関しては、議会及び県民に対し、知事自らがより丁寧に説明すること。 

 ◇県・市町村連携加速事業の狙いと具体的な取組みについて。また、職員自ら

が市町村に出向く機会を増やし、市町村の課題やニーズをより的確に把握し、

支援につなげていくべきと考えるがどうか。 

 ◇未収金回収業務の民間委託に係る委託先の決定方法及び対象となる債権につ

いて。 

 ◇山形市の中核市移行に向けた県の支援について。また、内陸食肉衛生検査所

の機能の置賜支所への一部移転について。 

 ◇地方自治法の改正により、議会選出の監査委員を選任しないことができるよ

うになったが、県としての考え方について。 

 ◇本県における災害救助法のこれまでの適用状況について。また、現状では、

同法の適用には、被害状況等に関する膨大な証拠資料が必要であり、市町村



等に多大な労力がかかっているため、国に対し改善を求めていく必要がある

と考えるがどうか。 

 

追加議案分審査 

◆３月１４日（水） 開会 午後 １時５２分 

閉会 午後 ２時１２分 

 

（１）付託議案 

議案番号 件    名 

議第96号 平成29年度山形県一般会計補正予算（第６号）中 所管分 

 

（２）審査内容 

企画振興部長から議案の概要について、情報政策課長から議案の詳細につい

て説明を聴取した後、議案に対する質疑を行った。 

 

（３）採  決 

付託された１議案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきもの

と決定した。 

 

（４）主に議論された項目 

◇携帯電話基地局の整備について、今年度の事業完了が困難になったことによる

住民への影響について。また、当該事業に係る工事の契約内容及び金額につい

て。 

◇事業主体である市町村の事業執行に関する県の関わり方について。 

◇県内の居住地における携帯電話の不感の状況について。また、将来に向け、居

住地不感をゼロにしていく必要があると考えるが、県として今後どのように進

めていくのか。 

 


